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「指示なし除細動」開始に伴う問 題 点

1　包括的指示下の除細動に対する期待 と 想 定 さ

れる問題点

丸 山 正則

新潟県立中央病院救命救急 セ ン タ
ー

包括的指示下除柵動認可 により, 患者救命の 期

待と 同時 に種々 の 問題点 も生 じてくる もの と考え

られる . まずその 第 一 点 は, 本邦で は心停止患者

の 心拍調律が心室細動 であ る率 ( V F 率) が圧倒

的に低 い こ とが指摘 され る . 上越消防管区の 平成

14 年の V F 率は 4
.3

0/o に過 ぎな い
.

こ れで は い か

に指示 な し除細動 が可能 にな っ て も, そ の成果 は

数 字 に な っ て現 れて き にく い だろう . V F 率に 関

与する因子 は い ろい ろ考えら れる が
,

バ イ ス タ ン

ダ
ー

C P R を有効に する
, 通報指導など日常の 地

道 な活動が これ まで以上 に重要 に な っ て行くで あ

ろう . 第 二 の 問題 点は事後検証 に 関する問題 であ

ろう . 事後検証は病院 の 負担は避 けられ な い と し

て も, その 具体的 なや り方は暗中模索であり, と

もすると形骸化の 可能性も危但され, 評価の 標準

化と ともに今後の 課題で あろう .

2　包括的指示下の除細動の効果 と 課 題

豊岡 正則

新潟市消防局

【目的】 新潟市に お い て , 平成 15 年 4 月か ら開

始 された包括的指示下 の 除細動 の 状況を明ら か に

する .

【対象と方法】 平成 11 年 1 月か ら平成 15 年 8

月まで に新潟市消防局の 救急隊によ る除細動実施

例 123 例 に つ い て, 心肺停止例中の除細動実施率,

救急隊活動 に お ける除細勤まで の 時間, 社会復帰

例等を検討 した .

【結 果】 救急救命士 の 増加 と高規格救急車 ( 除

細動器) の 配備 に より除細動実施例 は増加 して お

り, 平成 14 年は 44 例で 平成 1 1 年 1 4 例 の 3 倍強

とな っ て い た
. 除紳動実施率で は, 包括 的指示前

の 平 成 11 年か ら 平成 1 5 年 3 月 の 5 年 3 ケ 月 間

は
, 搬送 した 1

,
18 7 例の JL ･ 肺停止傷病者中,

1 04 例

8 . 6 % で あ っ た .

一 方, 包括的指示下 の 除細動実施

後 の 平成 15 年 4 月か ら 8 月まで の 5 ケ 月 間で は
,

1 25 例 の 澱送例 中1 9 例 15 .2
0/o であ っ た .

覚知 か ら除紳動まで の 時 間で は , 最長が平成 11

年の 19 .4 分 , 最短 が平成 1 5 年 の 1 0 .2 分 で あ り,

高規格救急車数 が 同数 の 平成 14 年及び平成 15 年

1 月か ら 3 月 と包括的指示 開始以後と の 比較で は,

それ ぞれ 1 0 .5 分,
l l

.5 分 , 9 .
4 分 であ っ た

. また
,

現場到着か ら除細勤まで の 時間で は平成 1 4 年 3 .9

分, 平成 1 5 年 1 月か ら 3 月 4 .3 分, 包括的指示開

始以後 は 3 .6 分 で あ っ た . 社 会復帰例 で は
, 包括

的指示 前の 除神勅実施数 10 4 例中 1 1 例 10 .5 % が

社会復帰 して おり, 包括的指示後で は除細動実施

数 1 9 例 中 6 例 31 .5 % が社会復帰して い た .

【結論】 包括的指示下 の 除細動 により, 救急現場

における除紳動実施 まで の 時間が短縮された . 除

細勤 ま で の 時間短縮 は救命率に好影響を与 えて い

た . 救急垂受命士 の 増加 と高規格救急車( 除細動器)

の 整備 が
, 包括的指示 によ る除細動 の 効果を有効

的にするもの と思われる .

今後 の 救急活動は, 今まで 以上に除細動 の効果

を有効に活用する こ と を心が ける必要があ る .

3　指示なし除細動実施による社 会 復 帰 例

藤井 正人

上越地域消防事務組合上越南消防署

平成 15 年 4 月 1 日に
, 救急救命士 法施 行規則

が改正 され, 救急救命士 は医師 の 具体的指示 を待

たずに
, 包括的指示下で 除紺動 を実施す る こ と が

可能となり, 救命効果の 向上が期待されて い る と

ころで ある .


